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京
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組
織
規
程
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を
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る
規
則
を
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す
る
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令
和
六
年
八
月
三
十
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
三
十
九
号

東
京
都
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
四　

十
四
の
部
東
京
都
労
働
相
談
情
報
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
次
に
掲
げ
る
各
事
務
所
」
を
「
東

京
都
労
働
相
談
情
報
セ
ン
タ
ー
大
崎
事
務
所
、
同
池
袋
事
務
所
、
同
亀
戸
事
務
所
及
び
同
多
摩
事
務

所
」
に
改
め
、
同
部
同
多
摩
事
務
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

同
青
山
事
務
所

渋
谷
区
神
宮
前
五
丁
目
五
十
三
番

女
性
の
労
働
関
係
に
関
す
る
相
談
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十
三
万
円
を
乗
じ
て
得
た
額

第
六
条
第
三
項
中
「
特
定
個
人
情
報
」
を
「
利
用
特
定
個
人
情
報
」
に
、
「
第
二
条
第
八
項
」
を

「
第
十
九
条
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　
　

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
第
三
項
の
改
正
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓
　
　
　
令

◉
東
京
都
訓
令
第
三
十
四
号

総

務

局

財

務

局

産

業

労

働

局

労
働
相
談
情
報
セ
ン
タ
ー

東
京
都
労
働
相
談
情
報
セ
ン
タ
ー
処
務
規
程
（
平
成
十
六
年
東
京
都
訓
令
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
八
月
三
十
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

第
一
条
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九　

働
く
女
性
の
活
躍
に
関
す
る
支
援
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
二
条
の
表
中
「
多
摩
事
務
所
」
を
「
多
摩
事
務
所

　

青
山
事
務
所
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
事
務
所
」
を
「
大
崎
事
務
所
、
池
袋
事
務
所
、
亀
戸
事
務
所
及
び
多
摩
事
務
所
」
に

改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

青
山
事
務
所
の
掌
理
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

女
性
に
関
す
る
労
働
相
談
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

女
性
に
関
す
る
労
働
セ
ミ
ナ
ー
等
労
働
知
識
の
普
及
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

働
く
女
性
の
活
躍
に
関
す
る
支
援
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

労
働
関
係
機
関
等
と
の
連
携
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

附　

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

六
十
七
号

及
び
教
育
に
関
す
る
事
務
並
び
に

働
く
女
性
の
活
躍
に
関
す
る
支
援

等
に
関
す
る
事
務

　
　

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

心
身
障
害
者
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
八
月
三
十
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
四
十
号

心
身
障
害
者
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

心
身
障
害
者
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
に
規
定
す
る
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶

養
親
族
（
以
下
「
扶
養
親
族
等
」
と
い
う
。
）
の
数
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
下
欄
に
定
め
る

と
お
り
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
」
に
改
め
、
同
条

の
表
を
削
り
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一　

加
算
対
象
扶
養
親
族
等
（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
に
規
定
す
る
同
一
生

計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
の
う
ち
、
控
除
対
象
扶
養
親
族
（
同
法
に
規
定
す
る
控
除
対
象
扶
養
親

族
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
し
な
い
三
十
歳
以
上
七
十
歳
未
満
の
扶
養
親
族
（
同
法
に
規

定
す
る
扶
養
親
族
を
い
う
。
）
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
な
い
場
合　

三
百
六
十

万
四
千
円

二　

加
算
対
象
扶
養
親
族
等
が
あ
る
場
合　

三
百
六
十
万
四
千
円
に
次
に
掲
げ
る
額
を
加
算
し
た
額

イ　

当
該
加
算
対
象
扶
養
親
族
等
（
七
十
歳
以
上
同
一
生
計
配
偶
者
（
七
十
歳
以
上
の
所
得
税
法

に
規
定
す
る
同
一
生
計
配
偶
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
老
人
扶
養
親
族
（
同
法
に
規
定
す

る
老
人
扶
養
親
族
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
特
定
扶
養
親
族
等
（
同
法
に
規
定
す
る
特
定

扶
養
親
族
及
び
十
九
歳
未
満
の
控
除
対
象
扶
養
親
族
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も

の
を
除
く
。
）
の
数
に
三
十
八
万
円
を
乗
じ
て
得
た
額

ロ　

当
該
加
算
対
象
扶
養
親
族
等
（
七
十
歳
以
上
同
一
生
計
配
偶
者
又
は
老
人
扶
養
親
族
に
該
当

す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
数
に
四
十
八
万
円
を
乗
じ
て
得
た
額

ハ　

当
該
加
算
対
象
扶
養
親
族
等
（
特
定
扶
養
親
族
等
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
数
に
六
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番
六
、
千
三
百

五
十
八
番
九
、

天
ケ
瀬
町
千
七

十
九
番
三
、
同

番
三
地
先
、
千

八
十
番
三
か
ら

同
番
六
ま
で
、

千
八
十
一
番
四
、

千
八
十
二
番
三
、

同
番
四
、
千
八

十
三
番
五
、
千

八
十
八
番
七
か

ら
同
番
九
ま
で
、

千
百
十
一
番
二

十
五
、
同
番
三

十
二
、
同
番
三

十
三
、
千
百
四

十
八
番
六
、
同

番
六
地
先
、
同

番
七
の
一
部
、

同
番
十
二
か
ら

同
番
十
六
ま
で
、

千
百
七
十
二
番

二
、
同
番
二
地

先
、
千
百
七
十

三
番
三
、
千
百

七
十
四
番
三
、

同
番
四
、
千
百

七
十
五
番
二
か

ら
同
番
六
ま
で
、

千
百
七
十
六
番

六
、
千
百
七
十

八
番
五
、
同
番

八
か
ら
同
番
十

一
ま
で
、
千
百

八
十
一
番
三
、

千
百
八
十
三
番

五
、
同
番
六
、

千
百
八
十
四
番

七
、
千
百
八
十

五
番
三
、
同
番

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

小
平
市
た
か
の
台
地
内

使
用
の
部
分

　

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
十
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
八
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂　

木　

竜　

一

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
四
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
六
年
七

月
三
十
一
日

青
梅
市
滝
ノ
上

町
千
二
百
十
九

番
一
、
同
番
一

地
先
、
同
番
三

か
ら
同
番
五
ま

で
、
千
二
百
五

十
二
番
五
か
ら

同
番
九
ま
で
、

千
二
百
六
十
二

番
四
か
ら
同
番

七
ま
で
、
千
二

百
六
十
三
番
三
、

千
三
百
五
十
四

番
十
七
か
ら
同

番
十
九
ま
で
、

千
三
百
五
十
六

延
長

四
三
二
・
四
九

幅
員

　

二
〇
・
〇
〇

～
三
〇
・
二
八

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
六
年
八
月
三
十
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

目
黒
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
目
黒
第
一
号
大

塚
山
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
六
年
八
月
三
十
日
か
ら
令
和
九
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

目
黒
区
目
黒
四
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

　

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
小
平
都
市
計
画
公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
六
年
八
月
三
十
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

小
平
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

小
平
都
市
計
画
公
園
事
業
第
七
号
鷹
の
台

公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
六
年
八
月
三
十
日
か
ら
令
和
九
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
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◉
東
京
都
告
示
第
九
百
十
三
号

次
の
一
般
都
営
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
八
月
三
十
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

同
番
六
の
一
部
、

同
番
七
、
千
二

百
十
五
番
二
か

ら
同
番
四
ま
で
、

千
二
百
十
八
番

二
、
同
番
二
地

先
及
び
同
番
四

か
ら
同
番
六
ま

で

四
、
同
番
六
、

同
番
七
、
千
百

八
十
九
番
六
、

同
番
七
、
千
百

九
十
一
番
六
、

同
番
七
、
千
百

九
十
二
番
四
、

千
二
百
十
四
番

四
、
同
番
五
、

　
　

名　
　

称

　
　

位　
　

置

　
　

構
造
及
び
規
模

戸　

数

辰
巳
一
丁
目
ア
パ
―
ト

（
24
、
25
、
26
、
32
、
33
、
34
号
棟
）

江
東
区
辰
巳
一
丁
目
八
番

中
層
耐
火　
　

三
六
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二
〇
〇
戸

桐
ケ
丘
ア
パ
ー
ト

（N

55
、N

56
号
棟
）

北
区
赤
羽
北
三
丁
目
十
六
番

同
右　
　
　
　

三
二
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

八
九
戸

桐
ケ
丘
ア
パ
ー
ト

（N

―
57
号
棟
）

同
右

同
右　
　
　
　

三
三
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

三
〇
戸

仙
川
ア
パ
ー
ト

（
24
、
26
号
棟
）

調
布
市
緑
ケ
丘
二
丁
目
二
十
五
番

地

同
右　
　
　
　

五
〇
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

一
四
四
戸

仙
川
ア
パ
ー
ト

（
１
、
７
、
13
、
14
、
15
号
棟
）

同
右

同
右　
　
　
　

五
三
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

仙
川
ア
パ
ー
ト

（
16
号
棟
）

同
右

同
右　
　
　
　

五
六
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

四
〇
戸

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
十
四
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
六
年
九
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
八
月
三
十
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子
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種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

収入の額が139,000円を超え
158,000円以下の者に適用さ
れる使用料（円、月額／戸）

近傍同種の住宅の家賃（円、
月額／戸）

一般都営高層耐火 勝どき六丁目アパート（１号棟） 中央区勝どき6-6 51.2 1 45,100 101,500

一般都営高層耐火 南青山一丁目アパート（６号棟） 港区南青山1-3 40.7 2 39,900 218,000

一般都営中層耐火 戸山ハイツアパート（１２号棟） 新宿区戸山2-12 33.8 3 28,400 74,600

一般都営中層耐火 戸山ハイツアパート（２６号棟） 新宿区戸山2-26 33.8 2 28,400 74,600

一般都営高層耐火 戸山ハイツアパート（１０号棟） 新宿区戸山2-10 40.1 1 33,800 89,200

一般都営高層耐火 戸山ハイツアパート（３３号棟） 新宿区戸山2-33 40.1 1 34,000 90,600

一般都営高層耐火 戸山ハイツアパート（３３号棟） 新宿区戸山2-33 40.1 1 33,800 89,200

一般都営高層耐火 早稲田アパート（２号棟） 新宿区西早稲田1-9 34.4 1 29,200 52,900

一般都営中層耐火 弁天町第２アパート（１号棟） 新宿区弁天町163 39.0 1 31,900 86,400

一般都営高層耐火 文京真砂アパート（１４号棟） 文京区本郷4-15 35.8 1 30,500 67,900

一般都営高層耐火 清川二丁目アパート（３号棟） 台東区清川2-22 34.3 1 25,300 36,800

一般都営中層耐火 亀戸七丁目アパート（９号棟） 江東区亀戸7-57 39.0 1 31,000 48,400

一般都営高層耐火 亀戸七丁目アパート（１２号棟） 江東区亀戸7-57 42.2 2 34,400 54,000

一般都営中層耐火 南砂五丁目アパート（１３号棟） 江東区南砂5-24 33.4 1 26,000 45,500

一般都営高層耐火 東陽三丁目アパート（２号棟） 江東区東陽3-22 34.4 1 27,900 38,600

一般都営高層耐火 東雲一丁目アパート（１号棟） 江東区東雲1-7 34.3 1 27,600 53,800

一般都営高層耐火 南砂四丁目アパート（２号棟） 江東区南砂4-4 34.3 1 27,800 50,700

一般都営高層耐火 北砂一丁目第３アパート（１号棟） 江東区北砂1-3 39.5 1 31,700 51,000

一般都営高層耐火 東雲二丁目アパート（４号棟） 江東区東雲2-4 51.2 1 42,500 89,000

一般都営高層耐火 北品川アパート（１号棟） 品川区北品川1-5 41.6 3 36,000 85,500

一般都営高層耐火 八潮五丁目アパート（４号棟） 品川区八潮5-1 59.6 1 52,300 103,700

一般都営高層耐火 西六郷四丁目アパート（２号棟） 大田区西六郷4-25 55.9 1 46,100 81,400

一般都営高層耐火 東糀谷五丁目アパート（１４号棟） 大田区東糀谷5-17 51.2 1 42,300 70,600

一般都営中層耐火 八幡山三丁目アパート（１４号棟） 世田谷区八幡山3-9 42.3 2 34,900 77,100

一般都営高層耐火 広尾五丁目アパート（２-３号棟） 渋谷区広尾5-7 34.3 1 32,300 100,600

一般都営中層耐火 本天沼二丁目アパート（１０号棟） 杉並区本天沼2-38 51.0 2 38,900 91,500

一般都営高層耐火 堀の内三丁目アパート（１９号棟） 杉並区堀ノ内3-49 37.9 1 28,000 48,000

一般都営高層耐火 南大塚二丁目アパート（２号棟） 豊島区南大2-36 37.3 2 31,100 58,000

一般都営高層耐火 駒込二丁目アパート（４号棟） 豊島区駒込2-2 51.2 1 43,200 79,400

一般都営高層耐火 浮間一丁目第２アパート（７号棟） 北区浮間1-5 48.1 1 38,700 67,800

一般都営中層耐火 西ケ丘二丁目第２アパート（１０号棟） 北区西が丘2-16 51.0 1 41,000 77,700

一般都営中層耐火 王子本町第２アパート（１号棟） 北区王子本町3-8 37.0 1 28,000 61,200

一般都営中層耐火 王子本町第２アパート（２号棟） 北区王子本町3-8 33.4 1 25,400 55,600

種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

収入の額が139,000円を超え
158,000円以下の者に適用さ
れる使用料（円、月額／戸）

近傍同種の住宅の家賃（円、
月額／戸）

一般都営中層耐火 滝野川三丁目アパート（４号棟） 北区滝野川3-62 33.4 1 25,700 52,000

一般都営中層耐火 滝野川三丁目アパート（７号棟） 北区滝野川3-68 39.0 1 30,400 57,900

一般都営中層耐火 滝野川三丁目アパート（８号棟） 北区滝野川3-68 39.0 1 30,400 57,900

一般都営中層耐火 滝野川三丁目アパート（９号棟） 北区滝野川3-67 36.4 1 28,300 56,300

一般都営高層耐火 滝野川三丁目第２アパート（１６号棟） 北区滝野川3-80 37.3 2 29,600 50,800

一般都営高層耐火 滝野川三丁目第２アパート（１６号棟） 北区滝野川3-80 42.2 1 33,500 55,000

一般都営中層耐火 赤羽西五丁目アパート（８号棟） 北区赤羽西5-4 39.0 1 29,900 54,300

一般都営高層耐火 赤羽西五丁目アパート（１０号棟） 北区赤羽西5-7 40.6 2 31,900 51,600

一般都営中層耐火 赤羽北三丁目アパート（３号棟） 北区赤羽北3-9 51.0 1 40,900 81,400

一般都営中層耐火 東日暮里一丁目アパート（２０号棟） 荒川区東日暮里1-17 36.4 1 25,900 37,800

一般都営高層耐火 南千住二丁目アパート（１号棟） 荒川区南千住2-33 42.2 1 30,400 59,000

一般都営中層耐火 板橋本町アパート（２号棟） 板橋区本町8-2 36.4 1 26,800 58,900

一般都営高層耐火 前野町四丁目第２アパート（１号棟） 板橋区前野町4-36 43.9 1 33,100 52,300

一般都営中層耐火 前野町五丁目第３アパート（３号棟） 板橋区前野町5-18 55.9 1 43,100 86,400

一般都営高層耐火 新河岸一丁目アパート（２号棟） 板橋区新河岸1-3 51.2 1 38,300 70,500

一般都営高層耐火 蓮根三丁目アパート（１号棟） 板橋区蓮根3-15 51.2 3 38,800 72,900

一般都営高層耐火 蓮根三丁目アパート（２号棟） 板橋区蓮根3-15 51.2 1 38,800 72,900

一般都営中層耐火 練馬北町六丁目アパート（５号棟） 練馬区北町6-5 47.5 1 37,100 81,300

一般都営中層耐火 南田中アパート（４号棟） 練馬区南田中3-31 33.4 1 24,300 51,900

一般都営中層耐火 南田中アパート（１７号棟） 練馬区南田中5-25 32.6 1 23,600 48,300

一般都営中層耐火 南田中アパート（２９号棟） 練馬区石神井町1-1 32.6 1 23,600 48,300

一般都営中層耐火 南田中アパート（３５号棟） 練馬区石神井町1-1 33.4 1 24,300 50,900

一般都営高層耐火 光が丘第１アパート（２２号棟） 練馬区旭町1-33 59.6 1 47,200 101,300

一般都営高層耐火 西保木間三丁目アパート（６号棟） 足立区西保木間3-6 34.3 2 23,600 39,400

一般都営中層耐火 六月町一丁目アパート（１号棟） 足立区六月1-33 37.3 1 25,200 43,600

一般都営中層耐火 弘道二丁目第２アパート（５号棟） 足立区弘道2-10 59.6 1 44,600 93,300

一般都営中層耐火 六月二丁目第４アパート（３号棟） 足立区六月2-8 51.0 1 36,800 65,800

一般都営中層耐火 保木間町アパート（３号棟） 足立区保木間1-35 42.3 1 29,700 44,600

一般都営中層耐火 保木間第５アパート（４号棟） 足立区南花畑5-15 37.3 1 24,800 44,100

一般都営中層耐火 保木間第５アパート（７号棟） 足立区南花畑5-15 33.4 1 22,400 36,800

一般都営中層耐火 保木間第５アパート（１０号棟） 足立区南花畑5-15 37.3 1 24,800 44,100

一般都営中層耐火 保木間第５アパート（１１号棟） 足立区南花畑5-15 37.3 1 24,800 44,100

一般都営中層耐火 保木間第５アパート（１５号棟） 足立区南花畑5-15 37.3 1 24,800 44,100
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種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

収入の額が139,000円を超え
158,000円以下の者に適用さ
れる使用料（円、月額／戸）

近傍同種の住宅の家賃（円、
月額／戸）

一般都営中層耐火 西保木間四丁目アパート（５号棟） 足立区西保木間4-1 37.3 1 25,100 44,100

一般都営中層耐火 谷在家アパート（７号棟） 足立区谷在家3-22 35.7 1 24,200 41,600

一般都営高層耐火 六ツ木町アパート（３号棟） 足立区六木1-5 40.5 1 27,200 43,000

一般都営中層耐火 六ツ木町アパート（６号棟） 足立区六木1-5 35.7 1 23,900 39,500

一般都営中層耐火 六ツ木町アパート（１０号棟） 足立区六木1-5 33.4 1 22,400 36,900

一般都営中層耐火 六ツ木町アパート（１７号棟） 足立区六木1-5 37.7 1 25,100 41,300

一般都営高層耐火 六ツ木町アパート（１８号棟） 足立区六木1-5 40.5 1 27,300 45,800

一般都営中層耐火 花畑第３アパート（６号棟） 足立区南花畑4-11 33.4 1 22,800 43,000

一般都営高層耐火 鹿浜五丁目アパート（１４号棟） 足立区鹿浜5-24 41.0 2 28,100 46,900

一般都営中層耐火 花畑第４アパート（４号棟） 足立区花畑8-3 41.7 1 27,900 43,900

一般都営中層耐火 西新井六丁目アパート（４号棟） 足立区西新井6-15 42.3 1 29,800 47,000

一般都営中層耐火 西新井六丁目アパート（６号棟） 足立区西新井6-15 39.0 1 27,500 43,300

一般都営高層耐火 舎人町アパート（１４号棟） 足立区舎人6-14 43.6 1 30,400 44,900

一般都営高層耐火 青井五丁目アパート（４６号棟） 足立区青井5-12 55.9 1 41,200 84,200

一般都営高層耐火 足立加賀二丁目アパート（３号棟） 足立区加賀2-31 55.9 1 39,700 71,700

一般都営高層耐火 足立加賀二丁目アパート（７号棟） 足立区加賀2-31 55.9 1 39,700 71,700

一般都営中層耐火 奥戸一丁目アパート（２号棟） 葛飾区奥戸1-13 59.6 1 44,800 84,400

一般都営中層耐火 亀有一丁目第２アパート（２号棟） 葛飾区亀有1-3 59.6 1 45,000 91,600

一般都営中層耐火 西新小岩三丁目アパート（７号棟） 葛飾区西新小岩3-21 51.0 1 37,900 59,700

一般都営中層耐火 堀切八丁目アパート（１号棟） 葛飾区堀切8-11 51.0 1 38,000 74,900

一般都営高層耐火 西新小岩一丁目アパート（２号棟） 葛飾区西新小岩1-1 51.2 1 38,900 69,800

一般都営高層耐火 西新小岩一丁目アパート（１号棟） 葛飾区西新小岩1-1 55.9 3 42,400 74,200

一般都営中層耐火 南水元一丁目アパート（２号棟） 葛飾区南水元1-24 51.0 2 37,500 70,300

一般都営中層耐火 南水元一丁目アパート（３号棟） 葛飾区南水元1-24 59.6 1 43,800 82,200

一般都営高層耐火 平井一丁目アパート（１１号棟） 江戸川区平井3-4 37.9 1 27,800 52,100

一般都営高層耐火 平井一丁目アパート（１４号棟） 江戸川区平井3-4 37.9 1 27,800 52,100

一般都営中層耐火 南小岩二丁目第２アパート（２号棟） 江戸川区南小岩2-23 51.0 1 39,100 72,200

一般都営高層耐火 宇喜田町第２アパート（１号棟） 江戸川区西葛西4-1 50.9 1 40,200 74,000

一般都営中層耐火 平井七丁目第２アパート（１４号棟） 江戸川区平井7-18 36.4 1 27,000 44,300

一般都営高層耐火 清新町二丁目アパート（３号棟） 江戸川区清新町2-8 55.9 1 44,100 85,200

一般都営中層耐火 大和田七丁目アパート（２号棟） 八王子市大和田町7-6 60.9 2 33,300 66,300

一般都営中層耐火 立川富士見町六丁目アパート（５８号棟） 立川市富士見町6-58 42.3 1 23,200 44,800

一般都営中層耐火 関前四丁目アパート（１号棟） 武蔵野市関前4-12 55.9 1 41,700 89,200

種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

収入の額が139,000円を超え
158,000円以下の者に適用さ
れる使用料（円、月額／戸）

近傍同種の住宅の家賃（円、
月額／戸）

一般都営中層耐火 境二丁目アパート（１号棟） 武蔵野市境2-6 60.9 1 45,900 106,800

一般都営中層耐火 境二丁目アパート（２号棟） 武蔵野市境2-6 60.9 1 45,900 106,800

一般都営中層耐火 下連雀七丁目第２アパート（１号棟） 三鷹市下連雀7-15 48.1 1 35,500 81,600

一般都営中層耐火 下連雀七丁目第２アパート（３号棟） 三鷹市下連雀7-15 48.1 1 35,900 82,400

一般都営中層耐火 下連雀六丁目アパート（２号棟） 三鷹市下連雀6-16 39.0 1 27,200 64,000

一般都営中層耐火 上連雀九丁目第２アパート（１号棟） 三鷹市上連雀9-30 55.9 1 40,900 85,400

一般都営中層耐火 上連雀一丁目アパート（１号棟） 三鷹市上連雀1-22 55.9 2 42,000 98,600

一般都営中層耐火 昭島東町一丁目アパート（３号棟） 昭島市東町1-15 51.0 1 26,900 61,700

一般都営高層耐火 調布くすのきアパート（１号棟） 調布市国領町3-8 53.5 1 29,600 68,100

一般都営高層耐火 調布くすのきアパート（２号棟） 調布市国領町3-8 53.5 1 29,600 68,100

一般都営高層耐火 調布くすのきアパート（５号棟） 調布市国領町3-8 45.1 1 25,000 57,400

一般都営高層耐火 調布くすのきアパート（７号棟） 調布市国領町8-1 51.2 1 30,300 78,100

一般都営中層耐火 下石原第２アパート（５号棟） 調布市下石原1-15 55.9 1 33,400 85,500

一般都営中層耐火 国領町アパート（１号棟） 調布市八雲台1-23 55.9 1 35,400 91,700

一般都営中層耐火 国領町アパート（２号棟） 調布市八雲台1-23 59.6 1 37,800 97,800

一般都営中層耐火 染地一丁目アパート（１号棟） 調布市染地1-1 60.2 1 36,300 90,500

一般都営中層耐火 染地三丁目アパート（３号棟） 調布市染地3-3 48.1 1 27,700 65,700

一般都営中層耐火 山崎町アパート（２号棟） 町田市山崎町840 55.9 1 29,300 54,300

一般都営中層耐火 日野新井アパート（２号棟） 日野市新井3-1 33.4 1 14,800 31,400

一般都営中層耐火 国立東三丁目第２アパート（２号棟） 国立市東3-3 42.3 1 25,200 66,800

一般都営中層耐火 国立東二丁目アパート（１号棟） 国立市東2-26 42.3 1 24,000 66,700

一般都営中層耐火 田無緑町一丁目アパート（２号棟） 西東京市緑町1-5 61.5 1 39,300 93,200

一般都営中層耐火 狛江アパート（２０号棟） 狛江市和泉本町4-7 37.0 1 18,000 45,800

一般都営中層耐火 狛江アパート（４４号棟） 狛江市和泉本町4-7 37.3 1 18,500 48,600

一般都営中層耐火 多摩ニュータウン諏訪団地（４-３-６号棟） 多摩市諏訪4-3 37.7 1 17,400 31,400

一般都営中層耐火 多摩ニュータウン落合団地（４-４-５号棟） 多摩市落合4-4 51.1 1 25,800 40,700
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◉
東
京
都
告
示
第
九
百
十
六
号

次
の
特
定
都
営
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
八
月
三
十
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

三
条
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
一
般
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
構
造
及
び
規
模
、
戸
数
、
使

用
料
並
び
に
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
十
五
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

　
　

名　
　

称

　
　

位　
　

置

　
　

構
造
及
び
規
模

戸　

数

収
入
の
額
が
一
三
九
、
〇
〇
〇
円

を
超
え
一
五
八
、
〇
〇
〇
円
以
下

の
者
に
適
用
さ
れ
る
使
用
料
（
月

額
一
戸
に
つ
き
）

近
傍
同
種
の
住
宅
の

家
賃
（
月
額
一
戸
に

つ
き
）

花
畑
七
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
５
号
棟
）

足
立
区
花
畑
七
丁
目
十
番

高
層
耐
火　
　

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三
五
戸

　
　
　

二
七
、
三
〇
〇
円

　

七
二
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

　
　
　

三
一
、
九
〇
〇
円

　

八
五
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
七
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

七
戸

　
　
　

三
七
、
八
〇
〇
円

一
〇
〇
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

　
　
　

三
七
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

　
　
　

四
五
、
三
〇
〇
円

一
二
〇
、
七
〇
〇
円

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
八
月
三
十
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

　
　

名　
　

称

　
　

位　
　

置

　
　

構
造
及
び
規
模

戸　

数

仙
川
ア
パ
ー
ト

（
27
号
棟
）

調
布
市
緑
ケ
丘
二
丁
目
二
十
五
番

地

中
層
耐
火　
　

四
九
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
四
戸

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
十
七
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都
営

再
開
発
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
六
年
九
月
一

日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
八
月
三
十
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
九
百
十
八
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
の
で
、
第
九
十
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
八
月
三
十
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

名　
　
　
　

称

位　
　
　

置

区
画
数

花
畑
七
丁
目
ア
パ
ー
ト
駐

車
場

足
立
区
花
畑
七
丁
目
十

番

三
四
区
画

大
丸
第
２
ア
パ
ー
ト
駐
車

場

稲
城
市
大
丸
五
百
二
十

六
番
地

二
九
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
十
九
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
八
月
三
十
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域　

別
図
の
と
お
り
（
練
馬
区
旭
町
一

丁
目
地
内
）

二　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類　

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数

（戸）
使用料

（円、月額／戸）

改良 中層耐火 西大久保アパート（４号棟） 新宿区大久保3-13 32.8 1 26,500

改良 高層耐火 西大久保アパート（５号棟） 新宿区大久保3-9 43.9 1 37,300

改良 中層耐火 長延寺アパート（１号棟） 新宿区市谷長延寺町8 32.6 1 26,300

改良 高層耐火 橋場二丁目アパート（１５号棟） 台東区橋場2-16 51.2 1 39,600

改良 高層耐火 立花一丁目アパート（６号棟） 墨田区立花1-27 40.6 1 28,800

改良 高層耐火 東陽一丁目アパート（５号棟） 江東区東陽1-39 36.6 1 29,800

改良 中層耐火 萩中一丁目アパート（１１号棟） 大田区萩中1-3 36.4 1 29,000

改良 中層耐火 堀船三丁目第２アパート（１号棟） 北区堀船3-1 33.4 2 24,700

改良 高層耐火 赤羽西五丁目アパート（１１号棟） 北区赤羽西5-7 55.6 1 43,700

改良 中層耐火 西新井六丁目アパート（５号棟） 足立区西新井6-15 39.0 1 27,500

再開発 高層耐火 小松川アパート（１号棟） 江戸川区小松川2-1 59.8 1 47,200
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◉
東
京
都
告
示
第
九
百
二
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す

る
予
定
で
あ
る
の
で
告
示
す
る
。

令
和
六
年
八
月
三
十
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

解
除
を
予
定
す
る
保
安
林
の
所
在
場
所

小
笠
原
村
父
島
字
釣
浜
一
三
番
及
び
字
奥
村
一
三
六
番
か
ら
一

四
〇
番
ま
で

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

干
害
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
二
十
一
号

東
京
都
立
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及

び
面
積
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

令
和
六
年
八
月
三
十
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

公　

園　

名

変
更
内
容

変
更
年
月
日

東
京
都
立
林
試
の
森
公
園

別
図
の
と
お
り

令
和
六
年
九
月
一

日

別図 

 
 

 
 

【起点】 

起点は、練馬区旭町一丁目 612 番 1
の最北端とする。 

格子の回転角度は、起点を通り、東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して
10ｍ間隔で引いた線により構成されている格子を、起点を中心として、右回りに回転させた
角度を示す。 

起点及び境界点の座標は、測量法
（昭和 24 年法律第 188 号）の規
定により、世界測地系座標計算に
よって作成した。 

座標一覧表 

【格子の回転角度(0度0分0.00秒)】 

地点番号 X座標 Y座標

ａ -25869.885 -19176.391

ｂ -25909.885 -19146.391

ｃ -25909.885 -19138.853

ｄ -25919.885 -19146.391

ｅ -25919.885 -19139.002

ｆ -25929.885 -19146.391

g -25929.885 -19139.152

h -25939.885 -19198.151

i -25939.885 -19196.391

j -25939.885 -19186.391

k -25939.885 -19176.391

l -25949.885 -19198.178

m -25949.885 -19196.391

n -25949.885 -19186.391

o -25949.885 -19176.391
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◉
東
京
都
告
示
第
九
百
二
十
二
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
港
湾
施
設
の
供
用
を
中
止
す
る
。

令
和
六
年
八
月
三
十
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

種
類

名
称

規
模

所
在
地

中
止
期
間

物
揚

場

月
島
ふ

頭
物
揚

場
Ｆ
〇

バ
ー
ス

二
九
〇
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル
の
う

ち
二
〇
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

中
央
区
勝

ど
き
五
丁

目

令
和
六
年
九
月
二

日
か
ら
同
年
十
二

月
十
六
日
ま
で

規
　
　
　
程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
四
十
二
号

東
京
都
電
車
、
乗
合
自
動
車
、
地
下
高
速
電
車
、
日
暮
里
・
舎
人

ラ
イ
ナ
ー
共
通
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
八
月
三
十
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
電
車
、
乗
合
自
動
車
、
地
下
高
速
電
車
、
日

暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
共
通
一
日
乗
車
券
の
発
売
等

に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
電
車
、
乗
合
自
動
車
、
地
下
高
速
電
車
、
日
暮
里
・
舎
人

ラ
イ
ナ
ー
共
通
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十

二
年
交
通
局
規
程
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
二
第
三
号
を
削
る
。

第
七
条
第
四
号
中
「
及
び
第
三
号
」
を
削
る
。

第
十
二
条
中
「
、
東
京
都
地
下
高
速
電
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
乗
車
券
取
扱
規
程
（
令
和
元
年
交
通
局
規
程
第
十
六
号
）
、
東
京

下目黒六丁目

下目黒五丁目
目黒区

品川区

小山台一丁目

小山台二丁目

Ｎ

 

別
図 

東
京
都
立
林
試
の
森
公
園 

区
域
変
更
略
図 

 
 
 

変
更
箇
所 

品
川
区
小
山
台
二
丁
目 

 
 
 
 
 
 
 

変
更
前
の
区
域 

面
積 

一
二
二
、
四
九
七
・
五
八 

平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 
 
 
 
 
 

追
加
区
域 

 
 

面
積 

 
 
 

 

八
九
九
・
二
九 

平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変
更
後
の
面
積 

一
二
三
、
三
九
六
・
八
七 

平
方
メ
ー
ト
ル 
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東
京
都
電
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
令
和
元
年
交

通
局
規
程
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一　

削
除

第
三
条
第
一
号
中
「
株
式
会
社
パ
ス
モ
及
び
」
を
削
り
、
同
条
第

三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
か
ら
五
ま
で　

削
除

第
三
条
第
六
号
中
「
バ
リ
ュ
ー
又
は
」
を
削
り
、
同
条
第
九
号
中

「
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
及
び
」
を
削
る
。

第
十
条
中
「
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
規
則
」
を
「
、
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者

規
則
」
に
、
「
次
に
」
を
「
Ｉ
Ｃ
発
売
事
業
者
が
」
に
改
め
、
同
条

第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
る
。

第
十
五
条
中
「
Ｉ
Ｃ
取
扱
事
業
者
」
を
「
東
京
都
電
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
取
扱
規
程
第
三
条
第
三
号
に
定
め
る
Ｉ
Ｃ
バ
ス
事
業
者
」
に
改
め

る
。第

二
十
条
中
「
企
画
乗
車
券
」
を
「
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
」
に
、

「
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
」
を
「
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
」
に
改
め

る
。第

二
十
五
条
中
「
Ｉ
Ｃ
発
行
事
業
者
の
定
め
る
Ｉ
Ｃ
発
売
事
業

者
」
を
「
当
該
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
ペ
ー
パ
ー
に
係
る
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券

を
東
京
都
電
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
第
三
条
第
三
号
に
定
め
る
Ｉ

Ｃ
バ
ス
事
業
者
又
は
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
」
に
改
め
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都

電
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
以
下
「
旧
規
程
」
と

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
又
は
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ　

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ｐ
Ｏ

Ｒ
Ｔ
」
を
削
る
。

第
十
二
条
中
「
、
東
京
都
地
下
高
速
電
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
乗
車
券
取
扱
規
程
（
令
和
元
年
交
通
局
規
程
第
十
六
号
）
、
東
京

都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱

規
程
（
令
和
元
年
交
通
局
規
程
第
十
九
号
）
」
を
削
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都

電
車
、
乗
合
自
動
車
、
地
下
高
速
電
車
及
び
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ

ナ
ー
と
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
鉄
道
線
等
と
の
連
絡
運
輸
に

関
す
る
規
程
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ　

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
で
、
現
に
効
力
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

こ
の
規
程
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
九
月
二
十
七
日
ま
で
の
間

の
有
効
期
間
中
に
限
り
、
東
京
フ
リ
ー
き
つ
ぷ
を
発
売
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
乗
車
券
の
使
用
条
件
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
四
十
四
号

東
京
都
電
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
八
月
三
十
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
電
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
規
程

都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱

規
程
（
令
和
元
年
交
通
局
規
程
第
十
九
号
）
」
を
削
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都

電
車
、
乗
合
自
動
車
、
地
下
高
速
電
車
、
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ

ー
共
通
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
第
五
条
の
二
第
三

号
に
規
定
す
る
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ　

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
で
、
現
に
効

力
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
か
ら
令

和
六
年
九
月
二
十
七
日
ま
で
の
間
の
有
効
期
間
中
に
限
り
、
共
通

一
日
乗
車
券
を
発
売
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
乗
車
券
の
使
用
条
件
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
四
十
三
号

東
京
都
電
車
、
乗
合
自
動
車
、
地
下
高
速
電
車
及
び
日
暮
里
・
舎

人
ラ
イ
ナ
ー
と
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
鉄
道
線
等
と
の
連
絡
運

輸
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
八
月
三
十
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
電
車
、
乗
合
自
動
車
、
地
下
高
速
電
車
及
び

日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
と
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式

会
社
鉄
道
線
等
と
の
連
絡
運
輸
に
関
す
る
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
電
車
、
乗
合
自
動
車
、
地
下
高
速
電
車
及
び
日
暮
里
・
舎

人
ラ
イ
ナ
ー
と
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
鉄
道
線
等
と
の
連
絡
運

輸
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
三
年
交
通
局
規
程
第
八
号
）
の
一
部
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改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
八
月
三
十
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
地
下
高
速
電
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
地
下
高
速
電
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
（
平
成
十

九
年
交
通
局
規
程
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

株
式
会
社
パ
ス
モ
が
相
互
利
用
を
行
う
、
前
二
号
を
除
く
以

下
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券

ア　

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
が
発
行
す
る
「
Ｗ
ｅ
ｌ
ｃ
ｏ

ｍ
ｅ　

Ｓ
ｕ
ｉ
ｃ
ａ
」

第
二
条
第
二
項
中
「
及
び
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に

改
め
、
同
条
第
四
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

第
一
項
第
四
号
に
定
め
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
つ
い
て

ア　

第
七
条
（
個
人
情
報
の
取
扱
い
）

イ　

第
十
一
条
（
発
売
）

ウ　

第
十
八
条
（
記
名
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の
再
印
字
）

エ　

第
十
九
条
（
記
名
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の
個
人
情
報
の
変
更
）

オ　

第
二
十
二
条
（
紛
失
再
発
行
）

カ　

第
二
十
三
条
（
障
害
再
発
行
）

キ　

第
二
十
四
条
（
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の
交
換
及
び
移
替
え
）

ク　

第
二
十
六
条
（
払
戻
し
）

ケ　

第
二
十
七
条
（
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の
変
更
）

コ　

第
三
十
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
（
第
三
編　

Ｉ
Ｃ
定
期

乗
車
券
）

サ　

第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
（
第
四
編　

Ｉ
Ｃ
企
画

乗
車
券
）

第
十
五
条
中
「
当
該
」
の
下
に
「
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
ペ
ー
パ
ー
に
係

る
」
を
加
え
、
「
Ｉ
Ｃ
取
扱
事
業
者
」
を
「
東
京
都
乗
合
自
動
車
Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
第
三
条
第
三
号
に
定
め
る
Ｉ
Ｃ
バ
ス
事
業
者
」

に
改
め
る
。

第
二
十
条
中
「
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
」
を
「
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式

会
社
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
中
「
Ｉ
Ｃ
発
売
事
業
者
」
を
「
当
該
レ
フ
ァ
レ
ン
ス

ペ
ー
パ
ー
に
係
る
Ｉ
Ｃ
企
画
乗
車
券
を
東
京
都
乗
合
自
動
車
Ｉ
Ｃ
カ

ー
ド
取
扱
規
程
第
三
条
第
三
号
に
定
め
る
Ｉ
Ｃ
バ
ス
事
業
者
又
は
東

日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
」
に
改
め
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都

乗
合
自
動
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
以
下
「
旧
規

程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
発
売
し
た
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ　

Ｐ
Ａ

Ｓ
Ｓ
Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
（
以
下
「
発
売
済
み
の
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ　

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｓ

Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
」
と
い
う
。
）
で
、
現
に
効
力
を
有
す
る
も
の
は
、
そ

の
有
効
期
間
中
引
き
続
き
使
用
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
使
用
条

件
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３　

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
発
売
済
み
の
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ　

Ｐ
Ａ
Ｓ

Ｓ
Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
で
、
有
効
期
間
が
終
了
す
る
日
の
翌
日
か
ら
十
四
日

以
内
で
あ
る
も
の
に
対
す
る
旧
規
程
第
十
八
条
及
び
第
二
十
八
条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
四
十
六
号

東
京
都
地
下
高
速
電
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
の
一
部
を

い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
発
売
し
た
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ　

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ｐ

Ｏ
Ｒ
Ｔ
（
以
下
「
発
売
済
み
の
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ　

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ｐ
Ｏ
Ｒ

Ｔ
」
と
い
う
。
）
で
、
現
に
効
力
を
有
す
る
も
の
は
、
そ
の
有
効

期
間
中
引
き
続
き
使
用
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
使
用
条
件
等
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３　

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
発
売
済
み
の
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ　

Ｐ
Ａ
Ｓ

Ｓ
Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
で
、
有
効
期
間
が
終
了
す
る
日
の
翌
日
か
ら
十
四
日

以
内
で
あ
る
も
の
に
対
す
る
旧
規
程
第
十
八
条
及
び
第
二
十
八
条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
四
十
五
号

東
京
都
乗
合
自
動
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
八
月
三
十
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
乗
合
自
動
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
乗
合
自
動
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
取
扱
規
程
（
令
和

元
年
交
通
局
規
程
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一　

削
除

第
三
条
第
一
号
中
「
株
式
会
社
パ
ス
モ
及
び
」
を
削
り
、
同
条
第

三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
か
ら
五
ま
で　

削
除

第
三
条
第
六
号
中
「
バ
リ
ュ
ー
又
は
」
を
削
り
、
同
条
第
九
号
中

「
Ｉ
Ｃ
鉄
道
事
業
者
及
び
」
を
削
る
。

第
十
条
中
「
次
に
」
を
「
Ｉ
Ｃ
発
売
事
業
者
が
」
に
改
め
、
同
条

第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
る
。
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売
し
た
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ　

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
で
、
現
に
効
力
を
有

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
の
翌
日
か
ら
令

和
六
年
九
月
二
十
七
日
ま
で
の
間
の
有
効
期
間
中
に
限
り
、
こ
の

規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
地
下
高
速
電
車
と
東
京
地
下
鉄
株

式
会
社
線
等
と
の
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
第
六
条

第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
九
号
に
規
定
す
る
乗
車
券
を
発
売
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
乗
車
券
の
使
用
条

件
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
四
十
九
号

東
京
都
地
下
高
速
電
車
と
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
線
と
の
時
間
制

乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
八
月
三
十
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
地
下
高
速
電
車
と
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
線

と
の
時
間
制
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
地
下
高
速
電
車
と
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
線
と
の
時
間
制

乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
三
十
年
交
通
局
規
程
第
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
キ
及
び
ケ
を
削
り
、
同
号
ク
を
同
号
キ
と
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
ク
」
を
「
キ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
キ
ま
で
及
び
ケ
」
を
「
カ
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
第
三
号
及
び
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中
「
ク
」

を
「
キ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
及
び
第
三
号
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中

「
か
ら
第
三
号
ま
で
」
を
「
及
び
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項

東
京
都
地
下
高
速
電
車
と
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
線
等
と
の
一
日

乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
八
月
三
十
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
地
下
高
速
電
車
と
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
線

等
と
の
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
地
下
高
速
電
車
と
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
線
等
と
の
一
日

乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
六
年
交
通
局
規
程
第

四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を

削
り
、
第
八
号
を
第
六
号
と
し
、
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
七

号
と
す
る
。

第
八
条
第
四
号
中
「
及
び
第
五
号
」
を
削
り
、
同
条
第
五
号
中

「
第
六
号
及
び
第
七
号
」
を
「
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中

「
第
八
号
及
び
第
九
号
」
を
「
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中

「
第
十
号
」
を
「
第
七
号
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
中
「
並
び
に
地
下
高
速
電
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

乗
車
券
取
扱
規
程
」
を
削
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
東
京
都
地
下
高
速
電
車
外
国
人
向
け

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
を
廃
止
す
る
規
程
（
令
和
六
年
交

通
局
規
程
第
四
十
七
号
）
に
よ
る
廃
止
前
の
東
京
都
地
下
高
速
電

車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
の
規
定
に
よ
り
発

附　

則

　

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
四
十
七
号

東
京
都
地
下
高
速
電
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規

程
を
廃
止
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
八
月
三
十
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
地
下
高
速
電
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗

車
券
取
扱
規
程
を
廃
止
す
る
規
程

東
京
都
地
下
高
速
電
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規

程
（
令
和
元
年
交
通
局
規
程
第
十
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
程
に
よ
る
廃
止
前
の
東
京
都

地
下
高
速
電
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
（
以

下
「
旧
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
発
売
し
た
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ

Ｏ　

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
（
以
下
「
旧
乗
車
券
」
と
い
う
。
）
で
、

現
に
効
力
を
有
す
る
も
の
は
、
そ
の
有
効
期
間
中
引
き
続
き
使
用

で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
使
用
条
件
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

３　

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
旧
乗
車
券
で
、
有
効
期
間
が
終
了
す

る
日
の
翌
日
か
ら
十
四
日
以
内
で
あ
る
も
の
に
対
す
る
旧
規
程
第

二
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
四
十
八
号
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サ　

第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
（
第
四
編　

Ｉ
Ｃ
企
画

乗
車
券
）

附　

則

　

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
五
十
一
号

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車

券
取
扱
規
程
を
廃
止
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
八
月
三
十
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
を
廃
止
す
る
規
程

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車

券
取
扱
規
程
（
令
和
元
年
交
通
局
規
程
第
十
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
程
に
よ
る
廃
止
前
の
東
京
都

日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱

規
程
（
以
下
「
旧
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
発
売
し
た

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ　

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
（
以
下
「
旧
乗
車
券
」
と
い

う
。
）
で
、
現
に
効
力
を
有
す
る
も
の
は
、
そ
の
有
効
期
間
中
引

き
続
き
使
用
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
使
用
条
件
等
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３　

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
旧
乗
車
券
で
、
有
効
期
間
が
終
了
す

る
日
の
翌
日
か
ら
十
四
日
以
内
で
あ
る
も
の
に
対
す
る
旧
規
程
第

二
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
八
月
三
十
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車

券
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程

（
平
成
二
十
年
交
通
局
規
程
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

株
式
会
社
パ
ス
モ
が
相
互
利
用
を
行
う
、
前
二
号
を
除
く
以

下
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券

ア　

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
が
発
行
す
る
「
Ｗ
ｅ
ｌ
ｃ
ｏ

ｍ
ｅ　

Ｓ
ｕ
ｉ
ｃ
ａ
」

第
二
条
第
二
項
中
「
及
び
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に

改
め
、
同
条
第
四
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

第
一
項
第
四
号
に
定
め
る
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
に
つ
い
て

ア　

第
七
条
（
個
人
情
報
の
取
扱
い
）

イ　

第
十
一
条
（
発
売
）

ウ　

第
十
八
条
（
記
名
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の
再
印
字
）

エ　

第
十
九
条
（
記
名
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の
個
人
情
報
の
変
更
）

オ　

第
二
十
二
条
（
紛
失
再
発
行
）

カ　

第
二
十
三
条
（
障
害
再
発
行
）

キ　

第
二
十
四
条
（
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の
交
換
及
び
移
替
え
）

ク　

第
二
十
六
条
（
払
戻
し
）

ケ　

第
二
十
七
条
（
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の
変
更
）

コ　

第
三
十
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
（
第
三
編　

Ｉ
Ｃ
定
期

乗
車
券
）

中
「
第
四
号
」
を
「
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
を
削
り
、
同

条
第
六
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。

第
十
六
条
中
「
、
東
京
都
地
下
高
速
電
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取

扱
規
程
」
を
「
及
び
東
京
都
地
下
高
速
電
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取

扱
規
程
」
に
改
め
、
「
及
び
東
京
都
地
下
高
速
電
車
外
国
人
向
け
Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
」
を
削
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
東
京
都
地
下
高
速
電
車
外
国
人
向
け

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
を
廃
止
す
る
規
程
（
令
和
六
年
交

通
局
規
程
第
四
十
七
号
）
に
よ
る
廃
止
前
の
東
京
都
地
下
高
速
電

車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
の
規
定
に
よ
り
発

売
し
た
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ　

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
（
以
下
「
発
売
済
み

の
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ　

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
」
と
い
う
。
）
で
、
現
に

効
力
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
か
ら

令
和
六
年
九
月
二
十
七
日
ま
で
の
間
の
有
効
期
間
中
に
限
り
、
こ

の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
地
下
高
速
電
車
と
東
京
地
下
鉄

株
式
会
社
線
と
の
時
間
制
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
第
二

条
第
一
号
キ
及
び
ケ
の
規
定
に
よ
る
乗
車
券
を
発
売
で
き
る
も
の

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
乗
車
券
の
有
効
期
間
は
、

発
売
済
み
の
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｍ
Ｏ　

Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
の
有
効
期
間
内

に
お
い
て
、
発
売
し
た
時
間
か
ら
七
十
二
時
間
を
超
え
な
い
範
囲

と
し
、
そ
の
他
の
使
用
条
件
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

◉
交
通
局
規
程
第
五
十
号
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公
　
　
　
告

市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
就
任
に
つ
い
て

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
囲
町
西
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
か
ら
次

に
掲
げ
る
者
が
理
事
長
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
八
月
三
十
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

氏
名

小
池　

康
夫

二　

住
所

中
野
区
中
野
四
丁
目
二
十
番
七
号
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発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

円

一
箇
月

円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所
電
話

〇
三（
五
二
七
六
）〇
八
一
一（
代
）
郵便番号
１０１―００５１

三

鈴

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
丁
目
三
十
二
番
地
一

五
〇

六
、
六
〇
〇


